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Abstract. This article aims to clarify the political end and means to reinforce the control 
on school choice in Belgium, and also clarify some issues caused by school choice and an 
attempt to solve them.　Current policy to control on school choice in French speaker 
Community of Belgium evoked a controversy because the policy was regarded as 
contradiction to the principle of free school choice by parents fixed by constitution.　School 
choice system based on the principal has been allowing parents to choose a school based 
on their philosophical faith among denominational private schools and non-denominational 
public schools.　However, the system based on traditional principle lacked some measures 
to solve current issues.　It was noticed by policy maker from nineteen nineties that 
Belgian education system was challenged by critical situation of inequality.　The socio-
economical segregation and the divergence of achievement between schools as a result of 
school choice were pointed out by researchers.　Confronting the issues, current policy in 
French community attempts to control the mobility of students to make socially mixed 
circumstance in each school and equal situation between schools.　A regulation adopted by 
Parliament in February 2007 fixed certain limitation of changing school and governmental 
authority to control and monitor fair process at each school to accept parents’ choice. 
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はじめに

　本稿の目的は，ベルギーフランス語共同体における
学校選択の規制強化の目的と内容を明らかにすること
を通して，学校選択に介在する課題とその解決のため
に試みられている方策を明らかにすることである。
　2007年の２月にフランス語共同体議会に提出された
デクレ案は，物議を醸しながら採択され『義務教育に
おける学校への登録と転校を規制する各種措置を定め
る2007年３月８日のデクレ』1）（以下2007年デクレ）と
して発布された。その規定内容と目的を明らかにする
ことを通して，学校選択におけるどのような問題が認
識され，どのように解決されようとしているのかを検
討したい。

　わが国の先行研究においても，学校選択のメリット
やデメリットが指摘されている2）。ベルギーの事例か
らは，２つの点でその議論に示唆を得ることができる
のではないか。ひとつは，特定の形態の学校選択制に
介在する問題の例を示せることである。そして，もう
一つは，学校選択制を基本原則とした政策の事例が示
せることである。学校選択制に対する賛否の立場が明
確な先行研究において，メリットは学校選択制の導
入・維持の根拠として，デメリットは学校選択制導入
の見送り・廃止の根拠として示される。しかし，憲法
規定を根拠として保護者による学校選択が教育制度の
前提となっているベルギーでは，デメリットが廃止論
の根拠とはならない。デメリットが認識された場合は，
その要因を分析し学校選択の仕組みを調節する政策が
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とられる。そこで，学校選択制の可否に帰結すること
のない施策のアプローチを見ることができる。
　本論では，まず，2007年デクレの規制対象を明らか
にするために，先行研究に依拠しつつベルギーにおい
て歴史的に確立されてきた学校選択の原理を明らかに
し，次に，フランス語共同体における学校選択の制度
的枠組みを概観する。その上で，新たなデクレ，デク
レ案の内容，そして審議過程等から，学校選択におけ
る課題と新たな解決策を明らかにしたい。

１．学校選択の原理と制度的枠組み

　そもそも，ベルギーにおいては，特定の学校への就
学が法により強制されたことがない。しかし，強制さ
れないこと，すなわち選べることではない。学校選択
を可能にするには一定の仕組みが必要である。現在，
ベルギーにおいて教育の権限は三つの共同体という自
治体に属する3）。各共同体には立法権が属し独自の教
育制度を確立することができる。しかし，憲法第24条
に定められた「両親の自由選択」を根拠として4）学校
選択の仕組みが確立されていることは共通である。ま
ず，この「両親の自由選択」の原理を歴史的な経緯か
ら明らかにし，その原理に基づいたフランス語共同体
における学校選択の制度的枠組みを見る。

1-1．「両親の自由選択」
　ベルギーにおける学校選択の原理である「両親の自
由選択」は1958年に政党間で合意された『学校教育協
定（Pacte scolaire）』5）（以下，1958年協定）における「家
長の自由選択の尊重」に基づいている。そこで，先行
研究に基づき1958年協定の歴史的背景と「家長の自由
選択の尊重」の内容，その原則の憲法化までの経緯を
たどりながら，「両親の自由選択」の意味するところ
を明らかにしていきたい。
　1958年協定は，当時の３大政党であったキリスト教
社会党，社会党，よび自由党の間で結ばれた。協定に
おける合意内容とその歴史的背景は，ベルギーの研究
者メイノーらが政治的な側面から明らかにしている。
それによると1958年協定は，それ以前におけるカト
リック教会と国の教育権をめぐる対立を終結させるこ
とを目的としていた。その対立の起源は中世における
カトリック教会による教育独占にまで遡って説明され
ている。中世におけるカトリック教会の権威から独立
した公教育制度を築くことはヨーロッパにおける教育
の近代化の重要な側面である。ところが，カトリック
教会の権威が強大であったベルギーでは近代化に反発
してオランダから独立したという経緯があるために，

第二次世界大戦後まで教会から独立した公教育制度が
確立されなかった6）。
　そこで，1958年までに，カトリック党とその後身の
キリスト教社会党は，私学助成制度を整備して，カト
リック学校が国の費用で教育を行う基盤を整えてい
た。しかし，一方で，自由党と社会党は，国立学校の
設置と公立学校における宗教教育を含む国による管理
強化を目指していた。二度の世界大戦を経て，産業構
造の変化を背景に社会党は支持層を広げ，1954年に自
由党と連立で政権を担当した。そこで，国立学校の設
置や私立学校の助成金の削減が目指された。しかし，
国民の大半を占めたカトリック信者を支持層とするカ
トリック政党が1958年の選挙では勝利し局が再び変化
することになった。ただし，政権が交代するたびに政
策が180度転換される不調和が，教育の発展を妨げ，
国民にも不人気となったため，政策の協調が目指され
ることになり1958年協定による合意に至ったという7）。
　ベルギーの研究者デプレによると，1958年協定にお
ける主な合意内容は，①国が各段階の学校を設置する
こと，②公立学校において全ての公認宗教と非宗派道
徳の教育を選択できるようにすること，③私立学校，
公立学校の双方が公費により運営されること，であっ
た8）。つまり，それまでのカトリック政党による政策
も，自由党と社会党による政策も追認することが合意
されたといえる。不調和であった政策路線を協調させ
る根拠となったのは「家長の自由選択の尊重」の原理
であった。「家長（père de famille）の自由選択」と
は「家長がその子どもに好ましいイデオロギーや宗教
に関する教育を授ける」ことであると理解された。そ
こで，カトリック，自由主義，社会主義といったどの
立場からも教育の選択が可能になるようにするため
に，私立学校も公立学校も存在が認められ，それまで
のカトリック政党と非カトリック政党の政策のいずれ
も有用となった。1958年協定は政党間規約であり法的
拘束力を持つものではなかったが，翌年の1959年５月
29日『就学前，初等，中等，師範，技術，芸術教育法』9）

（以下，1959年法）により具現化され，現在も学校選
択の対象となる学校のあり方を規定している10）。
　さらに，1958年協定の原則が憲法により規定された
過程は，わが国で憲法学者の武居が明らかにした。武
居によれば，教育の権限が各共同体政府に委譲される
ことになった際に，立法権をもつ両共同体で1959年法
の改正が可能となり，1958年協定への抵触が懸念され
た。そこで，1988年憲法改正時に1958年協定の原則が，
憲法に定められることになったという11）。
　そこで，憲法24条に定められた「両親の自由選択」
の原理は，1958年協定における「家長の自由選択の尊
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重」と同じく宗教やイデオロギーに基づく保護者によ
る教育，学校の選択を可能にするというものであると
いえる。社会における宗教やイデオロギーといった精
神的な支柱の存在と，それらをよりどころとする集団
の存在を前提とした集団的選択の原理とも言い換える
ことができよう。
　
1-2．学校選択の制度的枠組み
　では，上述のような原理の下，具体的にはどのよう
な学校選択の仕組みが確立されてきたのか，学校選択
を支えている制度的枠組を2007年デクレ発行以前のフ
ランス語共同体の事例に見る。
　まず，1983年６月29日制定『義務教育法』12）法にお
いて，学齢期の子どもの保護者は，学校に子どもを登
録することが定められている13）。子どもの登録先につ
いて規制はない。保護者は自らの選択した公立学校ま
たは私立学校に登録を申し込み許可されれば子どもの
就学先が決定する。
　一方で，1959年法第３条において共同体は公立，私
立の区別なく学校の在籍者数に応じて経費を負担する
ことが定められている。また，第12条に共同体が経費
を負担する学校において，義務教育は無償であること
も定められている。つまり，共同体による各学校の経
費負担は実質的に保護者の選択に応じた義務教育費負
担の仕組みとなっている。
　共同体が費用を負担する学校の設置運営形態は1958
年法に基づき1959年法に，表１のように定められている。

　1958年協定では，国による学校設置と助成金の支給
賀が定められたが，それらの任務は権限の委譲ととも
に共同体に引き継がれた。そこで共同体は学校を設置
し，公立，私立の区別なく助成基準を満たした学校に
同じ条件で助成金を支給している。表１以外の学校，
即ち，助成対象ではない私立学校も存在するが，フラ
ンス語共同体政府の管轄下では，ほぼ100％の子ども
が表１の学校に在籍しているという14）。表２に2005年
度における教育段階と学校設置形態の学校および在籍
者数，および共同体による経費負担額を示す。共同体

が経費を負担する仕組みによって，多くの公立学校お
よび私立学校が保護者の選択の対象となっているとい
えよう。

　一方で，1959年法第４条および第８条において，学
校の宗教的な区分が定められている。その規定内容を
表３に整理した。
　公立学校は宗教的に中立な非宗派学校であり私立学
校は非宗派学校と宗派学校に区分される。両者の違い
は，開設する宗教科や道徳科の授業が異なることと，
宗派学校は，当該宗教の代表的な団体に承認されてい
ることである。公立学校において保護者は登録と共に
公認宗教の宗教科か，または，いかなる宗教教義にも
基づかない道徳科の授業のうち一つを子どものために
選択することと定められている。
　宗派学校は私立学校であるから設置されないことも
ある。現在も，私立の大半がカトリック学校であり，
公立学校と同じく広範に設置されている。

　こうして，約50年が経過しても，国による学校の設
置と，公立および私立学校に対する助成金の支給とい
う1958年協定により定められた制度的な枠組みが維持
されている。

表１．共同体による各学校の費用負担に関する規定内容

以下の文書に基づき筆者作成。1959年法第32条，フランス語共同体による
報告書（Ingeberg, Henry,ed.. Le développement de l’ éducation. Rapport 
de la Communauté française de Belgique. 2004, Bruxelle 2004, Ministère 
de la Communauté francaise, 2004, p.19.）

表２．�教育段階別および設置運営形態別の学校設置数，在
籍者数，および共同体による経費負担額（2005年度）

出典）フランス語共同体教育白書：Ministère de la Communauté française, 
Statistiques de l’ enseignement de plein exercice et budget des dépenses 
d’enseignement: annuaire 2004-2005, Service général de l’ information et 
des statistiques 2006, pp.46, 66, 112, 121, 152, 153, 155より作成。データに
特別教育は含まない。

表３．�1959年法における非宗派学校および宗派学校の
規定内容

出典）Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l’ ensignement 
du29 mai 1959. より作成。
http://www.cdadoc.cfwb.be/RechDoc/docForm. asp?docid=24&docname
=19590529s05108（2007年２月25日閲覧）
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　しかし，一方で，社会の状況は大きく変化した。具
体的には，移民の増加により学校を選択する保護者の
宗教的な背景も変化したことや，交通手段の発達など
が挙げられよう。そのような変化を背景とし，学校選
択に関して新たな課題が指摘されるようになった。
　
２．学校選択の規制強化の目的と内容

― 2007年デクレを中心に―
　
　上述のような制度状況を念頭において，学校選択に
おける課題と，その解決ために導入される方策を2007
年デクレを中心に明らかにしたい。
　
2-1．学校選択の規制強化の目的
　まず，デクレの提案理由と政策ガイドラインに注目
し，前政権下における政策と比較しながら，学校選択
の規制強化の目的を明らかにする。
　2007年デクレの提案理由の冒頭には，このデクレ案
は，「学校のための契約（Contrat pour l’École）第９
項『ゲットー学校の拒否（Non aux école ghetto）』
の実現に寄与するものである。」と述べられている15）。
つまり「ゲットー学校」が無い状況を作り出すことが
2007年デクレの目的である。では，「ゲットー学校」
とは何か。「学校のための契約」は2004年７月に就任
した社会党のエレナ社会的地位向上および義務教育担
当大臣の政策ガイドラインである16）。同文書では，10
項目の重点課題と解決のための措置が説明されてい
る。政策広報用に作成された要約版「学校のための契
約」において，第９項目の「ゲットー学校の拒否」に
関しては次のような説明がなされている。

　「どの両親もその子どもを悪い学校に入れようと
は考えない。よい学校に登録する力が全ての人にな
いのだ。そこで，まず，より劣った学校の水準を改
善することが第一の措置である。しかしながら，社
会経済的出自や結果によって生徒を再集団化するこ
とは社会のためにならない。この問題に関して奇跡
は起こらない。そこで，多様な補足的な措置をとる
必要がある。まず，分離を防ぎ，社会的混合を促す
為に。」

　つまり，「ゲットー学校」とは，保護者の選択の結
果として，社会経済的に不利な状況にある家庭の子ど
もが集中し学力面でも問題のある学校の存在を示す呼
称である。学力面での問題とは，生徒が落第するまた
は資格なしに学業を終える「学業の失敗」の率が高い
ことであり，その割合と社会経済的な状況の相関は，

1980年代初頭からフランス語共同体教育政策担当者に
認識されていたという17）。ただし，その状況が学校選
択の結果として捉えられ，政策の前提となったのは
1990年代後半である。公立，私立に関わらず，家庭の
社会経済的な状況の不利な子どもが集中する学校があ
ること，そして，その偏りを背景として学校間の学力
格差や，中等教育におけるコース間の学力格差が存在
することが一連の調査で明らかにされ，その是正が政
策課題となった18）。
　1990年代後半にフランス語共同体政府は，教育機会
の平等化政策として，公立，私立学校の共通カリキュ
ラムの策定など教育の標準化政策を進める一方で，学
校間の格差是正政策を展開した。2004年までの環境 
政党 Ecolo と自由党再編後の改革党（Mouvement 
Réformateur：以下ＭＲ）の連立政権下における，「積
極的差別（Discrimination positive）政策」19）もそれで
ある。この政策以前には，重点地域を指定して地域内
の全ての学校に特別枠の予算を配分する政策が展開さ
れていた。しかし，学校選択によって子どもが地域間
を流動するため，地域の状況すなわち学校の状況とみ
なすことに疑問が示された。そこで，地域間の社会経
済的格差のデータを基に，各学校の在籍者の居住地に
注目し，より不利な地域からの在籍者が集中する学校
に特別な予算を配分する措置へと修正されたものが

「積極的差別政策」であった20）。つまり，前政権下では，
すでに生じていた学校間の学力格差を前提として，予
算を配分する格差是正政策が展開された。換言すれば，

「ゲットー学校」が生じる過程よりも，重点支援によ
る結果の平等を目指す政策であったといえよう。
　それに対して，エレナ大臣は，「社会経済的出自や
結果によって生徒を再集団化することは社会のために
ならない」という見解を示してしている。すなわち，
再集団化，「ゲットー学校」が生じる仕組み自体にメ
スを入れようとしたことが，「ゲットー学校」を重点
的に支援した前政権下の政策と異なる。つまり，2007
年デクレの目的は，社会経済的格差を背景とし学力的
にも不利な子どもが特定の学校に集中する仕組みを変
化させることにあったといえる。

2-2．学校選択の規制強化の内容
　「ゲットー学校の拒否」に向けての対策としては，「学
校のための契約」の中で①退学後の転校に伴う助成金
の割り当て，②登録拒否の規制，③転校の規制，④学
校内の社会経済的混合に寄与する調査・研究の促進，
の４項目が設定され，それぞれに予算が割り当てられ
た21）。その中の①から③に関する規定から2007年デク
レは構成されている。ここでは，規定内容を詳細に見
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ることはせずに，デクレ審議過程におけるに関する争
点を整理して，デクレが保護者の学校選択をどのよう
に規制するものかを明らかにする。
　２月27日のデクレ審議は，午後の審議を翌朝７時半
まで長引かせた。審議が長引いたのは，特に，デクレ
案の中の「表題Ⅲ，学習期途中における転校」におけ
る第12条と「表題Ⅳ，登録の拒否」における第13,14
条に異議が唱えられたためである。デクレ案における
これらの条文の概要を下に挙げる22）。
　
第12条 　小学校において２年ごとに区分された ｢ 学習

期」23）の途中に転校した場合，同じ学習期を最
初からやり直す。例外として，転出先の学校が，
転居や給食といった転出元の学校にはないサー
ビスを提供する場合など９項目の条件を定め
る。また，それらの例外以外にも，深刻な理由
に基づき教育担当大臣が認める場合には転校が
可能である。

第13条 　共同体の設置する学校において登録者リスト
は，登録される児童・生徒名，登録日，登録順
などを明確に記す政府によって指定された形式
により作成される。中等教育の第一学年への登
録開始日は政府が定める。登録の際は，登録順
が明らかにされる。定員を理由として登録が不
可能な場合，学校長は直ちに政府の設置する地
区の登録調整委員会に届け出て，他の学校への
登録が可能になるようにする。ただし，登録申
請先の学校にすでに兄弟姉妹が在籍する場合に
は，優先的な登録が認められる。

第14条 　助成対象校においても，第14条と同様の登録
管理が行われる。ただし，定員を理由として登
録が不可能な場合，設置者またはその代理人が，
直ちにその代表・調整機関か，管轄長の設置す
る調整委員会に届け出て，他の学校への登録が
可能になるようにする。

　つまり第12条は転校の規制，第13および14条は，学
校における登録の公正化に関する規定である。
　転校については，すでに1997年デクレにより中等教
育における学習期途中の転校が制限されており，第12
条はそれを初等教育にまで拡張することになる。デク
レ提案理由においては，転校を重ねることを「学校教
育の消費主義」24）の実践であると批判し，さらに，教
育水準の向上を目指した1997年デクレにおける学習期
における学習の継続性という点からも疑問が示された。

　また，第13条および14条の背景としては，デクレ提
案理由において「順番待ちリスト」の存在が指摘され
た。理論的には，定員超過の場合の順番待ちリストは
合法であるといえる。登録については，1997年デクレ
において，保護者が期限内に学校の教育・運営方針へ
の合意とともに申請すれば，各学校の定員内で登録が
許可されることが定められている（第80，87，88条）。
そこで，定員を超えた場合「順番待ちリスト」が作成
されることは当然である。ただし，問題となったのは，
順番待ちリストが公平に作成されていないことであ
る。設置者が同一である場合，初等教育から中等教育
への進学に際して内部進学生の優先登録が慣例となっ
てきたため，外部から登録を申請した場合「順番待ち
リスト」に記載されることは珍しくない。1997年法に
おける学校体系の規定に基づき，幼少一貫教育は基礎
教育とされ公式データにおいても扱われるが，小中一
貫教育は法律上で認められていない。しかし，実質的
な一貫制度が「順番待ちリスト」の存在の背景にあり，
外部からの登録を不利にしている。初等教育段階で中
等教育までを視野に入れて学校を選択することは，ど
の保護者にもできることではない。子どもの年齢が低
くなるほど，学校選択において，交通機関の確保など
保護者の能力が問われることになるからである。そこ
で，第13条および14条は，初等教育段階での学校選択
における保護者の能力の差にかかわらず，中等教育段
階開始時に保護者を同一のスタートラインに立たせ，
先着順とするものである。
　デクレの審議過程においては，これらの条文に対し
て，MR の議員により修正ではなく削除が求められ
た。削除の理由としては，第12条は憲法24条に定めら
れた権利を侵害するものであることが挙げられた。ま
た，第13，14条の削除に関しては，1997年デクレにお
ける学校の教育・運営の方針に対する保護者の同意を
条件とするという規定に基づく，学校の自立性が根拠
とされた。学校は教育や運営の方針に沿って児童・生
徒を募集するのであり，先に申し込んだというだけで
登録が許可されるのは不合理だという理由である25）。
　一方で，デクレ案は議会の外にも波紋を生じさせ，
二つの団体がそれぞれ約7,000名および約25,000名の保
護者の署名と共に議会に対して嘆願書を提出した26）。
団体の一方は，我が子の利益のために学校を選択する
保護者の用務（affaire）を妨げるという理由から転校
の制限に反対した。他方は，憲法第24条に定められた

「両親の選択の自由」に基づき，転校の制限と，また，
各学校が自主的に管理すべき生徒の登録を政府が管理
することに反対した。つまり，2007年デクレの争点は
転校と登録を政府が規制することの可否にあった。
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　しかし，MR や嘆願書の主張は，法案提案理由の中
ですでに否定され，条文削減への説得力には欠けた。
嘆願書で述べられた学校選択における個人の利益の追
求に関して，デクレ提案理由では「学校教育の消費主
義」として否定している。また，現行憲法第24条への
抵触については，立法諮問機関であるコンセイユ・デ
タによるいかなる指摘もなかったことが述べられた27）。
結局，第12条は，転校の規制の例外としての「教育担
当大臣が転校を許可する」という内容が，「監査局が
認めれば転校が許可される」という内容に修正された
後に採択された。また，第13条，第14条は修正されな
かった。そこで，2008年度の新学期からは，転校が制
限され，公立，私立学校ともに登録の開始日が定めら
れ，学校の「順番待ちリスト」の公正な使用を教育省
が監視することとなった。

　つまり，2007年のデクレは，学校へのアクセスの状
況を変化させ，社会経済的に不利な状況にある子ども
が特定の学校に集中することを防ぐという目的で，学
校選択の手続きにおける保護者と学校の行動を統制す
るものであった。

おわりに

　以上，ベルギーフランス語共同体の事例から2007年
デクレを中心に，学校選択の課題と解決のための方策
を見てきた。その結果，約50年の間基本的に同じ制度
的枠組みの中で学校選択が行なわれてきた過程で，社
会が変化し，学校選択に介在する課題も変化し，それ
に対する政策も変化していることが明らかになった。
　まず，社会の変化にともない学校選択における平等
の意味が変化していることが指摘できる。宗教やイデ
オロギーに基づく教育と学校の選択を可能にするとい
う1958年協定および現行憲法24条の原理に基づけば，
多くの公立学校および私立学校を対象として非宗派学
校と宗派学校の選択が可能であることが学校選択の平
等であった。しかし，現在では公立学校と私立学校，
非宗派学校と宗派学校を選択できること自体が平等を
意味するのではない。社会における社会経済的格差を
背景として学校間の学力格差が指摘されるようにな
り，個々の学校を対象とした選択における平等が求め
られているといえる。
　次に，学校選択における平等の意味の変化に伴い政
府の役割が変化していることが指摘できる。1958年協
定に基づけば，政府は学校を設置するとともに，公立
および私立学校に対して助成金を支給することにより
学校選択を可能にしていた。しかし，上述のような二

重の格差を前提として学校選択における平等を実現す
ることが政策の目的となった。
　さらに，学校選択の平等の実現のための政策のアプ
ローチが変化していることが指摘できる。2004年の政
権交代によって，結果の平等化からアクセスの平等化
へと政策が転換された。そして，アクセスの平等のた
めに学校選択という行動を統制する政策が展開される
ことになった。
　つまり，社会経済的な格差を背景とした学校間の学
力格差の是正が現在の学校選択に介在する課題であ
り，2007年デクレは学校選択を統制することで格差是
正をねらうものである。同デクレの効果については，
将来的な研究課題である。一方で，ベルギーの共同体
間における政策の比較を通して学校選択に介在する問
題と解決策の整合性を検討することも試みたい。
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